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研究成果の概要（和文）：スウェーデンにおけるこどものための舞台芸術においては、国・地方自治体の文化政
策、舞台芸術を支える制度・支援、児童青少年向けの取り組み等が充実しており、質の高い作品が実際にこども
たちに届く環境が整備されている。制作側は新たなテーマやスタイルに挑戦しやすい状況にあり、観客との距離
が近い小規模公演が中心であることも手伝って、こどもたちの日常の中にある「難しい」テーマに取り組みやす
いことが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Performing arts for younger audiences in Sweden are supported by the 
well-established system at both national and local level. Swedish cultural policy places emphasis on
 children’s right to participate in artistic and cultural life and has developed systems to provide
 high-quality performing arts throughout the country. These circumstances make it possible for both 
public theaters and small free-standing groups to produce productions dealing with relevant and “
serious” topics in children’s everyday life and reach many children and younger people by 
small-sized performances.

研究分野： 北欧文学
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１．研究開始当初の背景 
（1）近年、日本における劇場の公共性への
関心が高まっており、ドイツなど欧米諸国に
おける劇場運営や舞台芸術をめぐる状況に
ついて論じられる機会が増している。そうし
た中で、スウェーデンをはじめとする北欧諸
国の舞台芸術も少しずつ関心を集めるよう
になっている。北欧諸国は、こどもを対象と
する演劇の分野において国際的にも高い評
価を得ており、「多数存在する公共劇場」、「公
演における観客数（スウェーデン・デンマー
クでは、日本と比較して非常に少ない）」、「観
客の年齢に応じた作品づくり（作品の対象年
齢を細かく分けている）」、「公演前後の観客
との対話」などの点で、日本とは大きな違い
が見られる。 
 
（2）日本では、いわゆる児童演劇は「演劇
教育」の枠組みの中で語られることが多く、
「子どもが文化芸術を享受する権利」という
側面からの視点が不足している。そのため、
子どもの観客が鑑賞するものは、「芸術作品」
ではなく「教材」として保護者や教員に受け
止められがちだと考えられる。 
 
（3）近年、公共劇場のあり方に関心が寄せ
られているが、日本との比較において例に上
がるのはドイツやフランスが多く、スウェー
デンなど北欧諸国の取り組みについては十
分に検証されていない。また、児童青少年演
劇に特化しての検証も少ない。 
 
２．研究の目的 
本研究では、児童青少年演劇の質の高さが

国際的にも評価されているスウェーデンの
状況を検証し、児童青少年と舞台芸術との関
わり方と、その背景にある制度・政策を明ら
かにすることを目的であった。近年、日本で
も「公共劇場」に対する関心が高まっている
が、スウェーデンでは全国に設置された公共
劇場が地域の芸術文化活動において大きな
役割を果たしている。また、国の芸術文化政
策や個々の劇場の活動の中で、児童青少年を
対象とするものが占める割合は高く、日本の
児童演劇を巡る状況とは大きく異なってい
る。それらを検証し明らかにすることで、日
本における児童青少年演劇とそれに関わる
制度・政策の向上につながる提言をまとめる
ことを目指すものとした。 
 
３．研究の方法 
本研究においては、まず書面およびインタ

ーネットでの資料・情報収集を中心に行ない、
その後現地でのインタビュー調査および資
料収集を行なった。これらの調査では、主と
して次の事柄を対象とした。 
・公共劇場を巡る状況 
・フリーシアターの置かれる状況 
・こどものための舞台芸術における質の維持
に関する制度・政策 

・こどもの芸術鑑賞・芸術体験に関わる制
度・政策 
現地調査においては、スウェーデン児童・

青少年舞台芸術ビエンナーレbibu.seにも参
加した。このビエンナーレは 2年に一度スウ
ェーデン全土の児童青少年演劇関係者が一
堂に会する場であり、ここでのセミナー受
講・作品鑑賞を通して、スウェーデンにおけ
る子どものための舞台芸術の最新動向に関
する情報・資料収集を行なった。また、スウ
ェーデン文化庁、アシテジ（国際児童青少年
演劇協会）スウェーデン、ITI（国際演劇協
会）スウェーデン、Teatercentrum（フリー
シアターの団体）等の関係団体、国立巡回劇
場や複数の独立グループを訪問し、行政の担
当者と現場の舞台関係者の双方の認識につ
いてインタビューを行なった。 
加えて、「こども」を軸にした複合領域分

科会を学会にて企画・催行し、ディシプリン
を越えた情報交換と討議を行なった。 
 
４．研究成果 
現地調査として、平成 26 年度にスウェー

デン児童・青少年舞台芸術ビエンナーレ
bibu.se に参加した。ここでの資料収集やセ
ミナーからは、一部の自治体・学校がかなり
戦略的に文化関連の政策を推し進めている
状況が鮮明に見て取れると同時に、一方で、
教育現場において教員の教育活動の中にい
かにして演劇などの芸術文化活動を組み入
れるかについては、スウェーデンにおいても
様々な障壁が見られるなど、問題点も明らか
となった。また、スウェーデン・デンマーク・
ノルウェーにおける舞台芸術のプロモーシ
ョン方法・助成制度等の比較に関するセミナ
ーおよび資料からは、スウェーデンにおいて
は、基本的に地方自治体ごとに異なる方法・
制度をとっていることが明らかになった。 
スウェーデンにおける児童青少年向け舞

台芸術に実際に携わる関係者への聞き取り
調査および資料収集のため、平成 29 年 2月・
3月および平成30年3月に現地調査を実施し
た。平成 29 年の調査では、こどものための
舞台芸術関係者の中心的組織であるアシテ
ジ（国際児童青少年演劇協会）スウェーデン
の Niclas Malmcrona 氏 と 面 会 し た 。
Malmcrona 氏には、インタビューを行なうと
ともに、その他の関係組織とのネットワーク
構築に協力いただいた。全国各地で巡回公演
を行なっている Riksteatern（国立巡回劇場）
の児童青少年部門芸術監督や、国際演劇協会
スウェーデンセンターの関係者とも面会し、
こどものための作品作りや舞台芸術分野の
現状に関して、制度・政策がかなり成熟した
状況にあることと、一方で全体像を具体的に
把握する手立て（ジャンル別の公演数や鑑賞
者数に関する統計など）については、不足す
る部分もあることが明らかになった。 
平成 29 年 3 月の調査では、ヨーテボリお

よびその近郊都市において、フリーランスの



シアターメーカーBernt Höglund 氏の支援を
受け、県立・市立の公共劇場、行政の文化部
門担当者等を訪問した。俳優・人形遣い・演
出家・脚本家として 40 年以上にわたり、こ
どものための舞台芸術に関わってきている
Höglund 氏からは、近年の変化や傾向に関し
て幅広い知見を提供いただいた。訪問先の劇
場関係者や県の担当者へのインタビュー調
査と総合して、一地方の例として Västra 
Götaland 県におけるこどものための文化政
策の手厚さが明らかになった。県立・市立劇
場の充実した活動環境や、学校公演における
費用の問題と教員をはじめとする大人の意
識との関わりなどからも、舞台芸術作品がよ
りよい形でこどもの元に届くための状況が
整っていることが確認された。 
ストックホルムでは、複数のフリーグルー

プ、フリーの劇団・ダンスグループの組合関
係者、スウェーデン文化庁、ストックホルム
市の文化部門担当者などと面会し、制度面と
実際の運用面の両方について有益な情報を
得ることができた。両調査を通じて、行政の
担当者と現場の舞台芸術関係者のいずれも、
現在の国・地方自治体の文化政策、舞台芸術
を支える制度・支援、児童青少年向けの取り
組み等に対して、概ね満足している状況が確
認された。 
研究期間中、これらの書面調査・訪問調査

とは別に、個人研究としてこどものための舞
台芸術作品に関する考察やこども文化にお
けるこども観の変遷に関する考察を並行し
て進めてきていたが、それらを個別の研究と
捉えるのではなく、制度・政策の変化や充実
度とそれらが作品内容に与える影響とを同
一の場で取り上げる必要性が強く認識され
るに至った。また、スウェーデンにおける舞
台芸術や児童文学の状況だけでなく、他分野
における「こども」を巡る状況とも併せて考
察する場を設けたいと考え、北ヨーロッパ学
会の平成 29 年度大会において、「北欧社会に
おける「こども」」と題した複合領域分科会
を企画し、コーディネーターおよび報告者と
して自ら参加した。「子どもの権利条約」を
前提とした考えが広まるスウェーデン・デン
マークでの子どもを取り巻く状況を複数分
野から検討することで、子どもの権利擁護の
現状を確認し、北欧社会における子ども像・
子ども観に迫ることを目指した。 
分科会報告では、「スウェーデンにおける

舞台芸術と子どもの権利」という題での報告
を行ない、実際の演劇作品が描く現代スウェ
ーデン社会の家族とこどもの姿を取り上げ
た上で、こどものための舞台芸術が現実的で
「難しい」テーマを扱うことが一般的なこと
となっている現状と、そういった作品が実際
にこどもの元に届きやすい制度・環境が整備
されていることとは密接に繋がっているこ
とを示した。他の報告者からは、ひとり親家
庭やステップファミリーで育った経験を持
つ「子ども」の家族経験、そして、支援・保

護を必要とする子どものための活動を行う
NPO による「子どもの声を聴く」手法への取
り組みを通して、子どもの権利擁護が進む一
方で見えてくる課題や問題点が提示された。
この分科会を通して、「こども」を軸にした
分野を越えた研究の必要性が改めて確認さ
れた。 
スウェーデンにおけるこどものための舞

台芸術作品では、現代スウェーデン社会に暮
らすこどもにとって現実的な問題（親の離別
や再婚、肉親の死、いじめ、移民・難民、性
的マイノリティ、ドラッグなど）を積極的に
取り上げている。20 世紀半ばまでは一番身近
にいる落ち度のない大人として描写されて
きた「親」は、1960 年代以降は問題を抱える
個人として描かれることが多い。しかし、ど
れだけ不安定であっても決定権を持つのは
大人であり、こどもは力を持たない弱い存在
である。「親」や「大人」としての役割を放
棄してしまう大人たちがいる場合、こどもは
大人の責任を引き継がざるをえず、能力を高
め、自ら行動せざるをえず、「有能なこども
（Det kompetenta barnet）」（大人社会に支
配されるだけではなく、自身が社会的アクタ
ーであるこども）として描かれる。 
そういった作品が次々に生まれる背景と

して、スウェーデンにおけるこどものための
舞台芸術をめぐる状況を整理すると、まず、
「子どもの権利条約」第 31 条（休息、余暇、
遊び、レクリエーション活動、文化的生活お
よび芸術に対する権利）を軸に、こどもが文
化・芸術を享受する権利への認識が広く浸透
していることが挙げられる。全国に 40の（ス
タッフを擁し、自ら作品を制作する）公共劇
場があり、どこに居住していても地元に劇
場・劇団があるということになる。また、全
国で 100 を越える独立グループ（演劇・ダン
ス・音楽劇を含む）がプロとして活動してお
り、学校などで巡回公演を多数実施している。                                       
公共劇場・独立グループともに多くが公的支
援を受けており、学校を通じて行なう鑑賞教
室は無料となっている。こどものための舞台
芸術では、小規模公演が多く、作品の意図や
質を保つため、観客数の上限は厳守される。  
これらの状況から、完成した作品が実際に

多くのこどもに届くための環境が整備され
ていることと、観客との距離の近さが特徴と
して見てとれる。制作側が作品づくりに集中
しやすく、経済的にも比較的安定した環境を
得ていることが、こどもの日常に関わる「重
い」「難しい」とされるテーマへの取り組み
を可能にしていると言える。 
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